
介護福祉施設等 研修講師派遣事業 開催要項 

 
1. 目 的：県内の介護福祉施設等を対象に認定看護師等を講師として派遣することに 

より、各施設のケアニーズにあった知識や技術の習得を支援する。 
 

2. 派 遣 先：介護福祉施設、訪問看護ステーション等 35施設程度 
 

3. 実施時期：令和 8年 9月 1日～12月 4日の期間（原則 平日とし、土・日・祝日を除く） 
 

4. 事業内容：【時 間】 10：00～19：00のうち 90分程度 

【内 容】 研修形式の講義、演習など 

【対 象】 看護職員、介護職員等の施設職員 

【受講料】 無料 
 

5. 申し込み：6月 30日（火）までに秋田県看護協会マナブルからお申し込みください。 

※申込分野は、地区によって異なりますのでホームページ等でご確認下さい。 

※講師のご都合等にて、ご希望に添えない場合もありますのでご了承下さい。 
 

6. 決定通知：研修講師派遣決定は、マナブルにご登録のメールアドレスに通知します。 
 

7. 留意事項：決定通知後の開催日について、災害や感染症等拡大、講師の都合等やむを得ない 

場合を除き、原則日程変更はできませんので、ご了承ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問合せ先：秋田県看護協会 事業部 
☎ 018-831-8020  FAX 018-831-8023 

【研修運営の流れ】 

 

 

施設 

（研修担当者） 

秋田県看護協会 ①申込 ②連絡 

講師 

（認定看護師等） 

③講師のマッチング 

・担当者から講師に直接ご連絡をお願いいたし
ます。 
・以降、講師と担当者間で事前打合せを行い、
受講施設のニーズにあった研修等の開催をお
願いいたします。（研修内容、研修形態、開催日
時、準備物、会場、駐車場等の詳細事項につい
て） 

④研修運営（受講施設・講師） 

【受講施設】 
・研修資料の印刷（自己負担） 
・会場準備、当日運営 
  

【研修講師】 
・配布資料データを受講施設へ事前送信 
・講義内容のデータ持参 

秋田県看護協会 ⑥報告書提出 
⑤報告書・ 

アンケート提出 


